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令和元年度公正取引委員会調達改善計画の上半期自己評価結果（概要） 

令和元年１１月１４日

公 正 取 引 委 員 会 

１ 重点的な取組【少額随意契約の更なる改善】 

少額随意契約の更なる改善のため，平成２８年度末から導入を開始したオー

プンカウンター方式による調達を積極的に実施することとし，令和元年度上半

期においては，１６件実施した（平成３０年度は年間３０件）。 

令和元年度上半期のオープンカウンター方式による調達の１件当たりの競

争参加者は平均約７者で，平成３０年度の平均約８者と同レベルであり，また，

１６件中６件について，平成３０年度までは受注のなかった業者が契約者とな

っており，競争性の向上が図られている。 

令和元年度に発注内容が類似している印刷製本で新たに見積り合わせから

オープンカウンター方式による調達を行った案件が１件あり，１冊当たりの単

価を比較してみると，約２２．５％の削減となっており，オープンカウンター

方式導入が調達費用の削減に結びついていると考えられる。 

２ 共通的な取組 

 調達改善に向けた審査・管理の充実 

一者応札となった案件において入札説明書等を入手したものの応札しな

かった業者にヒアリングの協力を依頼し，協力が得られた業者からのヒアリ

ング結果等を踏まえ，納入までの期間や入札公告期間の確保に努めたところ，

令和元年度上半期に実施した入札１８件のうち１７件（９４．４％）が複数

者応札となった。 

一者応札から複数者応札と改善された案件において，新規に参加した業者

に実施したヒアリング結果等を踏まえ，公告時期を早くする，公告期間を長

くする，参考見積先を多くするなどの対応を以降の入札に活用することとし

た。 

契約監視委員会で審議された一者応札案件について，令和元年度の応札で

は複数者（７者）となり，平成３０年度の契約金額に比べて約８８０万円の

減額となった。 

 地方支分部局等における取組の促進 

平成３０年度に引き続き地方出先機関７か所のうち６か所において，事務
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用品，コピー用紙等の共同調達を実施した。 

共同調達を実施していなかった地方出先機関１か所においては，次年度か

らコピー用紙の共同調達の参加に向けて関係官署と調整を行っている。 

３ その他の取組（特に効果が認められたもの） 

平成３０年度と同様の業務として発注されている印刷製本等について，多く

の業者が参加しやすいように，入札公告の時期や期間の確保，納入までの期間

等を検討しながら案件発注を行ったところ，１１件全てが複数者応札であった。 

以上 



重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的

○ 少額随意契約の更なる改善

・物品購入，印刷製本及び役務提供
について，オープンカウンター方式に
よる調達を積極的に実施する。
・オープンカウンター方式による入札
情報を政府電子調達（ＧＥＰＳ）等の
活用を通じて広く周知するとともに，
調達結果を速やかに公表する。
・オープンカウンター実施における問
題点の分析・その結果を踏まえた改
善に努める。

平成28年度末にオープンカウン
ター方式による調達を導入し，平
成29年度から本格導入したとこ
ろ，一定の効果が表れたため。

Ａ H28

平成30年度に積極的にオー
プンカウンター方式による調
達を30件実施したことを踏ま
え，同水準以上実施する。

2020年
3月まで

A H28

・令和元年度上半期においては，オー
プンカウンター方式による調達を１６件
実施した（平成３０年度は年間３０件）。
・上記１６件の内訳は，物品購入が６
件，印刷製本が９件及び役務提供が１
件となっている。
・政府電子調達（ＧＥＰＳ）等を活用して
広く調達情報を提供するとともに，速や
かに調達結果を公表した。
・調達事務担当者等の研修時にオープ
ンカウンター利用の周知を行った。

A

・１件当たりの参加者は平均約７者で，
平成３０年度平均約８者と同レベルであ
り，また，１６件中６件について，平成３０
年度までは受注のなかった業者が契約
者となっており，競争性の向上が図られ
ている。
・令和元年度に発注内容が類似してい
る印刷製本で新たに見積り合わせから
オープンカウンター方式による調達を
行った案件が１件あり，１冊当たりの単
価を比較してみると，約２２．５％の削減
となっており，オープンカウンター方式導
入が調達費用の削減に結びついている
と考えられる。

見積りの相手を特定せず，広く見積書
の提出を募ることで透明性の向上が図
られている。

年間 ー

・オープンカウンター方式による調
達の実施状況等を踏まえ，実施方
法等の見直しの必要性について検
討する。
・調達事務担当者へのオープンカ
ウンター利用の周知徹底を図る。

【一者応札の改善】

・前回の入札において一者応札と
なった案件については，チェックリスト
を活用して調達内容・資格要件等の
事前審査を行う。

Ｈ29 H29

令和元年度上半期に１８件の入札を実
施したところ，このうち前年度に同様の
案件の入札を実施して一者応札となっ
た案件は１件であった。当該案件につ
いて，チェックリストを活用して調達内
容・資格要件等の見直しを行い，会計
室において事前審査を行った。

A
前年度の入札において，一者応札と
なった案件（１件）は複数者応札となっ
た。

ー 年間

・契約監視委員会において審議され
た一者応札案件が，次回の入札にお
いても一者応札となった場合には，契
約監視委員会で再度審査を行い，更
なる改善策について検討する。
・契約監視委員会で示された改善策
を実施したことにより，一者応札が改
善された場合には，そのケースを調
達事務担当者研修等において紹介す
るなどしてノウハウの共有を図るとと
もに，改善策の実施による成果等に
ついて再度契約監視委員会に報告
する。

H30
H31

H30
H31

・契約監視委員会において一者応札に
ついて再度審査を行う必要がある案件
はなかった。
・契約監視委員会で審議された一者応
札案件について，公告時期を早くする，
公告期間を長くする，参考見積先を多く
するなどし令和元年度上半期の期間中
に開札まで実施した。また，調達事務
担当者研修において事例紹介を行っ
た。

Ａ

契約監視委員会で審議された一者応札
案件について，令和元年度の応札では
複数者（７者）となり，平成３０年度の契
約金額に比べて約８８０万円の減額と
なった。

ー 年間

・入札説明書等を取り寄せたが応札
しなかった者からのヒアリングを実施
し，一者応札となった原因の分析を行
い，その結果を以降の入札に活用す
る。
・一者応札が改善された案件に新規
に参加した業者から，入札参加理由
等についてヒアリングを実施し，その
結果を以降の入札に活用する。

H25
H29

H25
H29

・一者応札となった案件において入札
説明書等を入手したものの応札しな
かった業者にヒアリングの協力を依頼
し，協力が得られた業者からのヒアリン
グ結果等を踏まえ，納入までの期間や
入札公告期間の確保に努めた。
・一者応札から複数者応札と改善され
た案件において，新規に参加した業者
に実施したヒアリング結果等を踏まえ，
公告時期を早くする，公告期間を長くす
る，参考見積先を多くするなどの対応
を以降の入札に活用することとした。

A

令和元年度上半期に実施した入札１８
件のうち１７件（９４．４％）が複数者応札
となった。

ー 年間

・一者応札となった個別案件及びそ
の要因について一覧を作成し，公表
することを検討する。

H31 H31

一者応札となった個別案件について一
覧を作成して公表することとし，また，
その要因についての分析結果を公表
することを検討している。

Ｃ ー ー 年間

○ 地方支分部局等における取組の推進

・費用対効果を考慮した上で，他省庁
の地方支分部局との事務用品，コ
ピー用紙，ガソリン等の共同調達を
実施する。
・他省庁の地方支分部局から，新た
な品目等について共同調達の提案を
受けた場合は，費用対効果を考慮し
た上で，共同調達の実施を検討す
る。

B H25
共同調達を実施している地方
事務所・支所について，引き
続き実施する。

2020年
3月まで

B H25

・引き続き，７地方事務所・支所中，６地
方事務所・支所において，事務用品，コ
ピー用紙等の共同調達を実施した。
・共同調達を実施していなかった１地方
事務所においては，次年度からコピー
用紙の共同調達の参加に向けて関係
官署と調整を行っている。

Ｂ

未実施である地方事務所においてコ
ピー用紙の共同調達が新たに開始され
た際には，経費の削減効果が期待でき
る。

ー 年間
小規模な地方事務所・支所が共同
調達の幹事となる場合には，事務
負担が増加する。

費用対効果を考慮した上で，共同
調達の拡大を検討する必要があ
る。

取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）
実施
時期

○ 電力調達・ガス調達の改善 該当なし

難易度
取組の
開始年度

A

調達改善計画

○ 調達改善に向けた審査・管理の充実

令和元年度上半期自己評価結果（対象期間：４月１日～９月３０日）

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の
選定理由

難易度
取組の
開始年度

取組の目標 実施において
明らかとなった
課題等

今後の計画に反映する
際のポイント

実施した取組内容 進捗度

他省庁における改善例や行政改革
推進本部事務局の取組，契約監視
委員会での指摘等を踏まえつつ，
引き続き，取組を実施する。

連続して一者応札となる案件は発
生していないものの，一者応札とな
る案件が少なからず発生する。

A

契約監視委員会において審
議された一者応札案件が，次
回の入札においても一者応札
となった場合には，その全件
について契約監視委員会で
再度審査を行う。

2020年
3月まで
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定量的 定性的

継続 ー ー ー

継続 〇

前年度と同様の業務として発注さ
れている印刷製本等について，多
くの業者が参加しやすいように，
入札公告の時期や期間の確保，
納入までの期間等を検討しながら
案件発注を行ったところ，１１件全
てが複数者応札であった。

ー

継続 ー ー ー

継続 ー ー ー

継続 ー ー ー

３　汎用的な物品・役務における共同調達等
・　費用削減効果が見込まれる品目について，法務省等との共同調達を引き続き実施

４　国庫債務負担行為の活用
・　情報システム関係の調達について，全体費用の低下を図るため，国庫債務負担行為に
よる複数年度契約を引き続き実施

５　調達事務担当者に対する研修の実施
・　調達事務担当者の適正調達の意識向上を図るための研修を実施
・　職員の調達改善の意識向上のため，調達改善の基本的な考え方をイントラネットに掲
示

その他の取組

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）具体的な取組内容

新規
継続
区分

特に効果があった
と判断した取組

１　随意契約の事前審査の実施等
・　競争性のない随意契約のうち一定金額以上のものについては，原則として，引き続き，
随意契約審査委員会において，契約の適否等について事前の審査を実施
・　随意契約審査委員会の対象案件について，仕様書の見直しの検討，価格交渉の実施
等により，適正な価格による調達を実施（チェックシートの活用）
・　調達決裁等の段階で，会計室において，競争性のない随意契約によらざるを得ない理
由の明示，その理由についての審査を実施

２　契約の事後検証の実施
・　少なくとも半期に１回，契約監視委員会において，調達の手続，契約の内容等について
外部有識者による検証を実施
・契約監視委員会における指摘事項に基づく調達の改善

調達改善計画 令和元年度上半期自己評価結果（対象期間：４月１日～９月３０日）
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外部有識者の氏名・役職【池谷 修一（公認会計士）】　　意見聴取日【令和元年１０月３１日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○　公正取引委員会の調達における課題とその具体的改
善策

○　自己評価結果は妥当なものか，課題が的確に抽出され
ているか，今後の対応は十分かつ適切なものか。

○　自己評価結果について，指摘する点はない。上半期で達
成していない事項についても，年度末までに達成されるよう期
待する。

○　オープンカウンター方式による調達実績は，後々の類似
の調達案件の発注の参考にするなどの工夫を行ってはどう
か。オープンカウンター方式による調達は，広く参加者を募る
方式であり，例えば，調達対象案件の作業対象期間に仕事が
少ない事業者がいれば，どうしても受注したいという背景から
通常単価よりも安い価格でも受注しようとすることもあるため，
そのような結果として，公正取引委員会の調達コスト低減につ
ながる効果も期待できることから，この取組は継続したほうが
よい。ただし，オープンカウンター方式による調達方法は，３者
の見積り合わせよりも事務コストがかかるとのことであるた
め，費用対効果を踏まえて，その対象案件を検討するとよい。

○  一者応札の改善について，公告時期を早めた結果として
一者応札の改善が図られた調達案件のように，より早く事業
者に調達情報を知ってもらうことは，調達価格を抑えられるこ
とが可能となることが期待できるため，引き続きこのような取
組を継続するとよい。システム案件の調達では，調達コストを
低減させるためには、工数（工程）とその単価が積算の基本と
なるところ，何々一式という工程ではなく，細かく工程を把握す
ることによりポイントを絞って価格交渉に臨んでもらいたい。

○　オープンカウンター方式による調達の対象は，品質の
確保が可能な業務等とするなどして，品質の確保に努めな
がら，引き続きオープンカウンター方式による調達を実施す
る。

○　引き続き，公告時期を早くする，公告期間を長くする，参
考見積先を多くするなどの取組を実施する。また，システム
案件の調達過程では，調達コストの低減のため細かな工程
を把握して削減対象となるポイントを見極められるよう取り
組む。

○　一者応札となった個別案件の一覧の公表について，公表
するという方針については賛同する。ただし，公表内容につい
ては，競争政策を担う公正取引委員会として，他省庁の模範
となるようなものとなるよう努められてはどうか。

○　一者応札となった個別案件について一覧を作成して公
表することとし，また，その要因の分析については，事案に
応じた検証方法を検討して取り組む。

外部有識者からの意見聴取の実施状況

（対象期間：４月１日～９月30日）
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外部有識者の氏名・役職【田邊 國昭（東京大学 法学政治学研究科 公共政策大学院　教授）】　　意見聴取日【令和元年１０月３０日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○　公正取引委員会の調達における課題とその具体的改
善策
○　自己評価結果は妥当なものか，課題が的確に抽出され
ているか，今後の対応は十分かつ適切なものか。

○　自己評価結果について，問題があるとは思わない。

○　オープンカウンター方式による調達について，１件当たり
の参加業者数は平均約７者とのことであり，見積り合わせによ
る調達の場合には運用上３者からの見積書を徴取すると聞い
ているが，これと比べても十分な競争性が確保されている。

○　一者応札の改善について，一者応札が改善された案件で
は，入札公告の時期を従前の下期から上期へ前倒しすること
で応札者が参加しやすい環境を整えたことに起因していると
のことであり評価できる。下半期はシステムなどの大きな調達
が控えている場合には，年度末までに納品できないため受け
てくれる者がいなくなったといった他省庁の悪しき先例のよう
にならないように，極力前倒しするなどスケジュール管理に留
意されたい。

○　一者応札となった個別案件の一覧の公表について，公正
取引委員会として，同リストを公表することに支障がないので
あれば，公表してもよいのではないか。

○　地方事務所等の共同調達について，これまで共同調達の
実績がなかった地方事務所において，次年度から新たに共同
調達を行うことになったことは評価できる。ただし，今後更に共
同調達の対象を増やしていく場合には，これまでと同様に，費
用対効果を踏まえた検討が必要である。

○　オープンカウンター方式による調達の対象は，品質の
確保が可能な業務等とするなどして，品質の確保に努めな
がら，引き続きオープンカウンター方式による調達を実施す
る。

○　引き続き，公告時期を早くする，公告期間を長くする，参
考見積先を多くするなどの取組を実施する。

○　一者応札となった個別案件について一覧を作成して公
表することとし，また，その要因の分析については，事案に
応じた検証方法を検討して取り組む。

○　引き続き，費用対効果を考慮した上で，共同調達の拡
大に努める。
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意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○　公正取引委員会の調達における課題とその具体的改
善策

○　自己評価結果は妥当なものか，課題が的確に抽出され
ているか，今後の対応は十分かつ適切なものか。

○　自己評価結果について，取組の進捗状況を含めて適切で
ある。

○　オープンカウンター方式による調達について，１件当たり
の参加業者数は平均約７者とのことであり，全体としては競争
性が確保されていると考えられる。一方で，個別にみれば，参
加業者数が少なかった案件もあるようであり，その原因が
オープンカウンター方式による調達であるからといった可能性
を含めて調達方法として何が適切かを検証する必要があると
思われる。また，オープンカウンター方式による調達の参加者
が固定化されているかどうかといった視点でも検証が必要と
思われる。

○　本年度唯一の一者応札案件は，他省庁で類似の調達案
件があるかを確認して，複数者応札となっている事例の工夫
方法などを取り入れてみてはどうか。

○　一者応札となった個別案件の一覧の公表について，公表
するという方針に異論はない。ただし，原因の検証は，応札し
なかった事業者へのヒアリングといった手法にとどまらず，事
案によっては統計分析などの方法を取り入れてはどうか。

○　地方事務所等の共同調達について，これまで共同調達の
実績がなかった地方事務所において，次年度から新たに共同
調達を行うことになったことは十分に評価できる。

○　オープンカウンター方式による調達の対象は，品質の
確保が可能な業務等とするなどして，品質の確保に努めな
がら，引き続きオープンカウンター方式による調達を実施す
る。また，参加業者数や参加業者が固定化されているかど
うかの検証を行うなど調達の実施状況を踏まえて，引き続
き，競争性の確保に努める。

○　他省庁における改善事例や行政改革推進本部事務局
の取組等を踏まえつつ，引き続き，取組を実施する。

○　一者応札となった個別案件について一覧を作成して公
表することとし，また，その要因の分析については，事案に
応じた検証方法を検討して取り組む。

○　引き続き，費用対効果を考慮した上で，共同調達の拡
大に努める。


